
〔
一
審
判
決
〕
平
成
一
七
年
九
月
一
五
日

京
都
地
裁

請
求
棄
却

(原
告
控
訴
)

〔控
訴
審
判
決
〕
平
成
一
八
年
二
月

九
日

大
阪
高
裁

請
求
棄
却

(原
告
上
告
)

〔上
告
審
決
定
〕
平
成
一
人
年
六
月
三
〇
日

最

高

裁

上
告
棄
却

(確
定
)

は
じ
め
に

本
件
は
、
都
市
計
画
事
業
に
よ
り
移
転
の
対
象
と
な
っ
た
店
舗
の
経
営
者

が
、
移
転
補
償
料
を
得
る
目
的
で
赤
字
の
店
舗
を
経
営
し
続
け
た
結
果
、
都

市
計
画
事
業
者
か
ら
移
転
補
償
額
の
提
示
が
遅
れ
た
こ
と
等
に
よ
り
損
害
を

被
っ
た
と
し
て
、
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
事
案
で
あ
る
。
判
決
で
は
、
用
地

交
渉
の
当
事
者
と
し
て
信
義
則
に
基
づ
き
、
誠
実
に
交
渉
す
る
注
意
義
務
の

存
在
を
示
唆
す
る
な
ど
、
用
地
補
償
事
務
に
お
け
る
参
考
に
な
る
も
の
と
考

え
、
確
定
し
た
控
訴
審
判
決
を
紹
介
す
る
次
第
で
あ
る
。

一

事
案
の
概
要

本
件
は
、
被
告

(A
市
)
が
事
業
主
体
で
あ
る
都
市
計
画
事
業

(以
下

｢本
件
都
市
計
画
事
業
｣
と
い
う
。)
の
事
業
対
象
地
域
内
に
あ
る
賃
貸
店
舗

に
お
い
て
小
売
店
営
業
を
行
っ
て
い
た
原
告
が
、
被
告
か
ら
の
補
償
金
額
の

提
示
が
遅
れ
、
そ
の
た
め
に
賃
借
権
補
償
金
相
当
の
損
生
星
寸合
計
六
、
五
九

一
万
三
、
四
九
二
円
の
損
害
を
被
っ
た
と
し
て
、
被
告
に
対
し
、
不
法
行
為

に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
に
基
づ
き
、
上
記
損
害
の
内
金
二
、
0
0
0
万
円

及
び
こ
れ
に
対
す
る
平
成
一
五
年
六
月
一
日
か
ら
支
払
済
ま
で
民
法
所
定
年

五
分
の
割
合
に
よ
る
遅
延
損
害
金
の
支
払
い
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
一
審
が
請

求
を
全
て
棄
却
し
た
の
で
、
こ
れ
を
不
服
と
し
て
原
告
が
控
訴
す
る
と
と
も

に
、
控
訴
審
で
請
求
金
額
を
八
五
四
万
八
八
七
円
(内
訳
は
後
記
の
と
お
り
)

に
縮
減
し
た
事
案
で
あ
る
。

店
舗
穆
喩
補
償
額
の
提
不
が
遅
れ
た
こ
と
に
よ
る

撹
害
の
有
無
が
争
わ
れ
た
事
例

ー
都
市
計
画
事
業
に
お
け
る
店
舗
移
転
補
償
に
係
る
損
害
賠
償
請
求
事
件
ー

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

青
柳

敬
直
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ー

前
提
と
な
る
事
実

(争
い
が
な
い
か
、
証
拠
及
び
弁
論
の
全
趣
旨
に
よ

エ

事
業
の
現
状

っ
て
容
易
に
認
め
ら
れ
る
事
実
)

本
件
都
市
言

①

本
件
都
市
計
画
事
業

あ
り
、
平
成

一

ア

目
的

る
。

K
本
線
Y
駅
周
辺
は
、
踏
切
の
影
響
等
に
よ
り
交
通
渋
滞
が
著
し

く
、
特
に
競
馬
開
催
日
に
は
飽
和
状
態
に
達
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

被
告
、
K
鉄
道
株
式
会
社

(以
下

｢K
｣
と
い
う
。)
及
び
日
本
中

央
競
馬
会
の
三
者
が
協
力
し
て
、
同
駅
を
含
め
た
鉄
道
の
高
架
化
や

緩
衝
側
道
を
整
備
し
、
併
せ
て
被
告
単
独
で
駅
前
広
場
等
の
都
市
施

設
の
整
備
を
行
い
、
交
通
渋
滞
の
緩
和
と
地
域
住
民
の
利
便
を
図
る

と
と
も
に
、
Y
地
域
の
交
通
拠
点
の
形
成
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

イ

概
要

本
件
都
市
計
画
事
業
は
、
被
告
が
事
業
主
体
と
な
り
、
K
が
鉄
道

施
行
主
体
と
な
っ
て
行
う
、
K
本
線
Y
駅
を
中
心
と
し
た
約

一
･
五

如
間
の
鉄
道
を
高
架
化
す
る
と
と
も
に
、
高
架
化
に
よ
る
環
境
保
全

等
を
図
る
た
め
部
分
的
に
側
道
を
整
備
す
る
K
本
線
Y
駅
付
近
立
体

交
差
化
事
業
及
び
そ
の
関
連
事
業
と
し
て
A
市
単
独
で
行
う
街
路
事

業
に
よ
り
新
Y
駅
の
西
側
に
駅
前
広
場
を
整
備
す
る
事
業
の
二
つ
か

ら
な
り
、
両
事
業
を
併
せ
て

｢K
本
線
Y
駅
周
辺
整
備
事
業
｣
と
い

ハ
ノ
。

ウ

事
業
の
経
緯

本
件
都
市
計
画
事
業
に
つ
い
て
は
、
平
成
=

年
八
月
に
都
市
計

画
決
定
が
行
わ
れ
、
同
年
一
二
月
に
B
府
知
事
か
ら
事
業
認
可
を
得

て
、
本
格
的
な
事
業
化
に
入
っ
た
。

本
件
都
市
計
画
事
業
に
か
か
る
用
地
取
得
対
象
件
数
は
四
七
件
で

あ
り
、
平
成

一
六
年
三
月
末
現
在
で
そ
の
内
二
六
件
が
完
了
し
て
い

る
。本

件
都
市
計
画
事
業
の
完
成
予
定
時
期
は
、
事
業
化
当
初
は
平
成

一
七
年
度
末
と
さ
れ
て
い
た
が
、
地
上
踏
切
か
ら
東
側
の
用
地
取
得

が
難
航
し
、
当
初
計
画
か
ら
か
な
り
遅
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
完
成

時
期
は
当
初
の
予
定
よ
り
数
年
の
遅
れ
と
な
る
見
込
み
と
な
っ
て
い

る
。

オ

被
告
と
K
と
の
委
託
関
係

被
告
は
、
K
と
の
｢用
地
取
得
事
務
の
委
託
に
関
す
る
協
定
書
｣

に
基
づ
き
、本
件
都
市
計
画
事
業
に
か
か
る
用
地
取
得
事
務
の
う
ち
、

権
利
者
調
査
、
用
地
測
量
、
物
件
調
査
、
補
償
金
の
算
定
、
補
償
金

の
額
の
提
示
、
買
収
交
渉
、
補
償
交
渉
等
を
K
に
委
託
し
、
被
告
は

事
業
説
明
、
K
へ
の
指
導
事
務
等
を
担
当
し
て
い
る
。

②
原
告
は
、
株
式
会
社
M
が
所
有
す
る
建
物

(以
下

｢本
件
建
物
｣
と

い
う
。)
の
一
階
部
分
を
賃
料
月
額

一
八
万
円
で
賃
借
し
、
衣
料
品
店

R　
　

を
経
営
し
て
い
た
が
、
本
件
建
物
の
敷
地
の
一
部
が
本
件
都
市
計
画
事

簡

業
の
事
業
対
象
地
で
あ
っ
た
か
ら
、
本
件
建
物
は
、
用
地
買
収
に
よ
り
、

?

移
転
が
必
要
と
な
る
物
件
で
あ
っ
た
o

れ

な
お
･

本
件
建
物

-
階
は
･

原
牛鼠

外
に
も
･

有
限
会
社
C
･

有
限

慣

会
社
D
及
び
E
が
賃
借
し
て
い
た
o

耐

ま
た
･

本
件
建
物
の
敷
地
の
土
地
所
有
者
は
M
1
で
あ
り
、
株
式
会

認

社
M
の
代
表
取
締
役
M
2
の
夫
は
M
1
の
子
で
あ
る
M
3
で
あ
る
が
、

K
と
の
買
収
交
渉
に
あ
た
っ
て
は
、
M
3
が
M
1
及
び
株
式
会
社
M
の

5 2
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　　 交

渉
窓
口
と
な
っ
て
い
た
。

K
と
原
告
と
の
交
渉
等
の
経
過
の
概
要

ア

平
成
=
年
一
二
月
二
〇
日
に
本
件
都
市
計
画
事
業
の
起
工
式
が

行
わ
れ
、平
成
三
一年
か
ら
被
告
の
用
地
買
収
作
業
が
開
始
さ
れ
た
。

イ

平
成

一
二
年
二
月
二
二
日
、
A
市
に
よ
っ
て
、
｢Y
駅
周
辺
整
備

事
業
に
か
か
る
建
物
調
査
･
準
備
事
業
説
明
会
｣
が
開
催
さ
れ
、
地

権
者
、
店
舗
関
係
者
に
対
し
て
買
収
の
協
力
の
要
請
が
さ
れ
た
。

ウ

平
成
三
一年
三
月
二
一
日
に
初
め
て
原
告
に
対
し
営
業
調
査
が
な

さ
れ
た
。

エ

K
の
担
当
者
は
、
平
成

三
一年
八
月
に
は
じ
め
て
、
原
告
か
ら
K

と
の
交
渉
の
委
任
を
受
け
た
弁
護
士
U

(以
下

｢U
弁
護
士
｣
と
い

う
。)
を
そ
の
事
務
所
に
訪
問
し
、
以
後
、
同
弁
護
士
、
原
告
の
役

員
で
あ
る
T
と
の
交
渉
が
さ
れ
て
き
た
。

オ

平
成

三

年

一
〇
月
二
五
日
、
原
告
は
、
K
の
担
当
者
に
対
し
て
、

原
告
の
希
望
す
る
補
償
金
の
額
と
し
て
五
、九
六
九
万
三
、
四
九
二
円

を
提
示
し
た
o

上
記
補
償
金
の
積
算
内
訳
の
う
ち
の
主
要
な
も
の
は
、
四
年
間
の

売
上
減
少
に
よ
る
営
業
損
害
額
が
約
三
、七
〇
〇
万
円
、
新
店
舗
開

設
工
事
費
が
約
八
三
八
万
円
、
移
転
費
用
が
約
四
五
〇
万
円
、
五
年

間
の
賃
料
差
額
補
償
金
が
三
九
〇
万
円
、
廃
業
損
害
額
が
三
〇
〇
万

円
等
で
あ
る
。

力

本
件
建
物
周
辺
で
は
買
収
作
業
が
始
ま
っ
て
か
ら
は
店
舗
の
閉
鎖

が
進
み
、
従
来
の
商
店
街
は
そ
の
姿
を
失
い
、
買
い
物
客
も
見
ら
れ

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
平
成

一
三
年
こ
ろ
に
は
原
告

の
本
件
建
物
で
の
営
業
は
赤
字
の
状
態
と
な
り
、
原
告
は
、
K
の
担

当
者
に
対
し
て
、
早
く
補
償
金
の
額
の
提
示
を
し
て
欲
し
い
と
求
め

る
と
と
も
に
、
補
償
金
の
支
払
を
受
け
る
資
格
を
保
持
し
て
お
く
意

図
の
下
に
、
同
店
舗
の
賃
貸
借
契
約
を
維
持
し
て
、
そ
の
営
業
を
継

続
し
て
い
た
。

キ

原
告
は
、
質
料
の
支
払
い
が
困
難
な
状
態
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、

株
式
会
社
M
に
対
し
、
平
成
一
四
年
二
月
二
五
日
付
内
容
証
明
郵
便

に
よ
り
、
平
成
一
四
年
三
月
分
以
降
の
賃
料
を
月
額
六
万
円
に
減
額

す
る
旨
通
知
し
た
が
、
同
社
は
こ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
。

ク

原
告
は
、
平
成

一
四
年

一
二
月
末
、
店
舗
を
閉
鎖
し
た
。

ケ

K
の
担
当
者
は
、
平
成

一
五
年
二
月
二
一
日
、
原
告
に
対
し
、
一

六
二
万
八
八
七
円
の
補
償
金
の
額
を
初
め
て
提
示
し
た
。

上
記
補
償
金
の
積
算
内
訳
の
う
ち
の
主
要
な
も
の
は
、
借
家
人
補

償
金
が
約
八
〇
万
円
、
営
業
休
止
補
償
金
が
約
四
二
万
円
、
建
物
等

移
転
料
が
約
二
五
万
円
、
移
転
雑
費
が
約
一
四
万
円
で
あ
る
。

コ

原
告
は
、
平
成

一
五
年
二
月
、
株
式
会
社
M
に
対
し
て
、
契
約
書

に
よ
る
三
ヵ
月
後
の
平
成
一
五
年
五
月
末
日
を
も
っ
て
賃
貸
借
契
約

解
除
の
通
知
を
し
た
。

の
被
告
に
お
け
る
都
市
計
画
事
業
の
用
地
取
得
事
務
の
概
要
に
つ
い
て

ア

土
地
の
買
収
に
よ
り
建
物
や
動
産
の
移
転
等
が
必
要
と
な
る
場
合

に
は
、
所
有
者
の
協
力
を
得
て
物
件
調
査
を
行
い
、
調
査
結
果
に
基

づ
い
て
移
転
等
に
か
か
る
補
償
金
の
算
定
を
行
う
。

イ

土
地
の
買
収
に
よ
り
建
物
を
賃
借
し
て
い
た
借
家
人
の
賃
借
の
継

続
が
困
難
と
な
る
場
合
に
は
、
他
の
建
物
を
賃
借
す
る
の
に
通
常
必

要
と
な
る
費
用
を
算
定
す
る
。

ウ

建
物
等
の
移
転
に
よ
り
営
業
を
休
ま
ざ
る
を
得
な
い
場
合
に
は
、
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事
業
主
に
営
業
資
料
の
提
出
を
求
め
、
こ
の
資
料
に
基
づ
い
て
営
業

に
行
う
こ
と
と
し
て
い
る

(同
時
契
約
の
原
則
)。

の
一
時
休
止
等
に
よ
っ
て
生
じ
る
営
業
上
の
損
失
に
対
す
る
補
償
金

し
た
が
っ
て
、
関
係
権
利
者
が
い
る
場
合
の
大

の
算
定
を
行
う
。

て
は
、
①
土
地
所
有
者
か
ら
接
触
す
る
こ
と
、
2

オキ エ

上
記
ア
か
ら
ウ
ま
で
の
補
償
金
の
算
定
は
、
｢公
共
用
地
の
取
得

に
伴
う
損
失
補
償
基
準
要
綱
｣
(昭
和
三
七
年
六
月
二
九
日
閣
議
決

定
)に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
た
被
告
の
損
失
補
償
基
準
に
基
づ
い
て
、

被
告
建
設
局
用
地
室
が
行
う

(但
し
、
本
件
都
市
計
画
事
業
の
場
合

は
受
託
者
で
あ
る
K
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。)。

補
償
金
の
算
定
に
あ
た
っ
て
は
、
土
地
の
価
格
の
比
準
の
方
針
、

建
物
の
移
転
方
法
そ
の
他
補
償
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
協
議
す
る

た
め
、
A
市
用
地
事
務
取
扱
規
程

(昭
和
五
八
年
五
月
七
日
訓
令
甲

第
一
一
号
)
第
九
条
に
よ
る
調
書
を
被
告
理
財
局
財
務
部
財
産
監
理

課
に
提
出
し
、
そ
の
審
査
を
受
け
る
。

同
課
の
審
査
を
経
て
、
被
告
建
設
局
用
地
室
で
補
償
金
の
額
を
確

定
し
、土
地
所
有
者
及
び
関
係
権
利
者
に
補
償
金
の
額
を
提
示
し
て
、

買
収
交
渉
及
び
補
償
交
渉
を
行
う

(但
し
、
本
件
都
市
計
画
事
業
の

場
合
は
、
補
償
金
の
額
の
提
示
と
買
収
交
渉
、
補
償
交
渉
は
K
が
行

う
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
)
。

な
お
、
事
業
認
可
に
よ
っ
て
事
業
対
象
地
を
土
地
収
用
法
に
基
づ

い
て
強
制
収
容
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
(都
市
計
画
法
第
六
九
条
)

が
、
通
常
は
任
意
買
収
に
よ
る
用
地
取
得
を
進
め
、
事
業
の
最
終
段

階
で
収
容
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

借
地
人
、
借
家
人
等
の
関
係
権
利
者
が
い
る
場
合
、
買
収
す
る
用

地
の
更
地
の
状
態
で
の
引
渡
し
を
実
現
す
る
た
め
、
土
地
所
有
者
と

の
売
買
契
約
と
関
係
権
利
者
と
の
補
償
契
約
と
は
原
則
と
し
て
同
時

し
た
が
っ
て
、
関
係
権
利
者
が
い
る
場
合
の
交
渉
の
順
序
に
つ
い

て
は
、
①
土
地
所
有
者
か
ら
接
触
す
る
こ
と
、
②
関
係
権
利
者
と
の

交
渉
は
、
土
地
所
有
者
の
了
解
を
得
た
後
に
行
う
こ
と
、
と
し
て
い

る
。

ク

借
家
人
が
、
上
記
補
償
金
の
支
払
を
受
け
る
に
は
、
当
該
補
償
契

約
締
結
時
に
借
家
権
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

争
点
及
び
当
事
者
の
主
張

①
被
告
の
原
告
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任

(不
法
行
為
責
任
)
の

有
無

(争
点
1
)

ア

被
告
の
注
意
義
務
の
有
無

(原
告
の
主
張
)

原
告
の
賃
借
権
は
本
件
都
市
計
画
事
業
に
よ
っ
て
必
ず
被
告
に
買

収
又
は
収
用
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
事
実
上

拘
束
さ
れ
た
関
係
に
お
い
て
は
、
任
意
買
収
等
の
契
約
締
結
前
で
あ

っ
て
も
、
買
収
す
る
側
の
被
告
は
買
収
さ
れ
る
相
手
方
に
対
し
、
誠

実
か
つ
迅
速
な
手
続
で
処
理
し
、
相
手
方
に
対
し
て
不
当
な
損
害
を

発
生
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
信
義
則
上
の
注
意
義
務
が
あ
る
。

(被
告
の
主
張
)

否
認
な
い
し
争
う
。

イ

被
告
の
上
記
注
意
義
務
違
反
の
有
無

(原
告
の
主
張
)

被
告
は
、
平
成
三
一年
八
月
末
日
に
は
原
告
に
対
す
る
補
償
金
の

額
の
提
示
が
可
能
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
補
償
金
の
額
の
提



示
が
遅
れ
る
こ
と
に
よ
り
原
告
は
意
味
の
な
い
営
業
を
続
け
て
支
払

賃
料
相
当
の
損
害
が
発
生
し
、
ひ
い
て
は
店
舗
を
閉
鎖
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
状
態
に
陥
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
又
は
知
り
得

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
提
示
の
日
を
引
き
延
ば
し
、
平
成

一
五
年
二

月
二
一
日
ま
で
補
償
金
の
額
を
提
示
し
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
被
告
は
上
記
注
意
義
務
に
違
反
し
た
と
い
え
る
。

(被
告
の
主
張
)

被
告
が
平
成
一
五
年
二
月
二
一
日
ま
で
補
償
金
の
額
を
提
示
し
な

か
っ
た
こ
と
は
認
め
、
そ
の
余
は
否
認
す
る
。

土
地
所
有
権
者
と
の
売
買
契
約
と
関
係
権
利
者
と
の
補
償
契
約
と

は
、
原
則
と
し
て
同
時
に
行
う
と
の
同
時
契
約
の
原
則
及
び
原
告
の

補
償
金
の
算
定
に
必
要
な
資
料
の
提
出
遅
延
を
考
慮
す
れ
ば
、
平
成

一
二
年
八
月
末
日
に
は
補
償
金
の
額
の
提
示
が
可
能
で
あ
っ
た
と
は

い
え
ず
、
ま
た
、
平
成

一
五
年
二
月
二
一
日
に
補
償
金
の
額
を
提
示

し
た
こ
と
を
も
っ
て
提
示
が
遅
延
し
た
と
は
い
え
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
被
告
に
上
記
注
意
義
務
の
違
反
は
な
い
。

②
原
告
の
被
っ
た
損
害
の
有
無
･金
額
及
び因

果
関
係
の
有
無

(争
点
2
)

ア

賃
借
権
補
償
金
相
当
の
損
害

(原
告
の
主
張
)

被
告
は
、
平
成
一
二
年
八
月
末
日
に
は
補
償
金
の
額
を
提
示
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
平
成

一
五
年
二
月
二
一

日
ま
で
提
示
し
な
か
っ
た
た
め
、
原
告
は
、
赤
字
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
賃
料
を
支
払
っ
て
い
た
が
、賃
料
の
支
払
い
が
困
難
と
な
り
、

平
成
一
四
年
三
一月
末
日
に
店
舗
を
閉
鎖
し
、
平
成
一
五
年
五
月
末

日
を
も
っ
て
賃
貸
借
契
約
を
解
除
し
た
の
で
、
賃
借
権
補
償
金
を
受

翳

領
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
原
告
は
賃
借
権
補

償
金
±
仝

万
八
八
七
円
相
当
の
損
害
を
被
っ
た
o

僻

(被
告
の
主
張
)

第

原
告
が
、
赤
字
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
賃
料
を
支
払
っ
て
い
た

-ナ

が
、
賃
料
の
支
払
い
が
困
難
に
な
り
、
平
成

一
四
年

一
二
月
末
日
に

"

店
舗
を
閉
鎖
し
、
平
成
五

年
五
月
末
日
を
も
っ
て
賃
貸
借
契
約
を

蹄

解
除
し
た
こ
と
は
不
知
、
そ
の
余
は
否
認
す
る
。

舛　

原
告
は
、
被
告
が
提
示
し
た
前
記
補
償
額
が
低
額
に
す
ぎ
る
と
し

満

て
、
補
償
契
約
の
締
結
を
拒
否
す
る
と
と
も
に
、
賃
貸
借
契
約
を
解

除
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
原
告
が
上
記
補
償
額
を
取
得
で
き
な
か
っ

た
こ
と
に
つ
い
て
、
被
告
に
責
任
は
な
い
。

イ

賃
料
相
当
の
損
害

(原
告
の
主
張
)

被
告
は
、
平
成
一
二
年
八
月
末
日
に
は
補
償
金
の
額
を
提
示
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
平
成

一
五
年
二
月
二
一

日
ま
で
提
示
し
な
か
っ
た
た
め
、
原
告
は
、
賃
借
権
補
償
金
の
支
払

を
受
け
る
の
に
必
要
な
賃
借
権
を
維
持
す
る
た
め
に
、
平
成
一
二
年

九
月
分
か
ら
平
成
一
五
年
五
月
分
ま
で
、
上
記
店
舗
の
賃
料

容
口計

五
九
四
万
円
)
を
支
払
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
、
本
件
に
お
い

て
そ
の
内
金
五
九
二
万
円
を
損
害
と
し
て
請
求
す
る
。

(被
告
の
主
張
)

原
告
が
上
記
賃
料
合
計
五
九
四
万
円
を
支
払
っ
た
こ
と
は
不
知
、

そ
の
余
は
否
認
す
る
。

原
告
は
支
払
っ
た
賃
料
に
つ
い
て
店
舗
の
使
用
と
い
う
対
価
を
得



て
お
り
、
損
害
は
発
生
し
て
な
い
。

ま
た
、
赤
字
で
あ
り
な
が
ら
賃
料
を
支
払
い
続
け
る
の
は
原
告
の

選
択
で
あ
る
。

ウ

慰
謝
料

(原
告
)

被
告
は
、
平
成
一
二
年
八
月
末
日
に
は
補
償
金
の
額
を
提
示
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
平
成

一
五
年
二
月
二
一

日
ま
で
提
示
し
な
か
っ
た
た
め
、
原
告
は
、
こ
の
間
、
店
舗
を
い
つ

ま
で
維
持
す
る
か
不
安
定
な
状
態
に
お
か
れ
、
ま
た
、
結
果
的
に
無

駄
な
賃
料
の
支
払
い
を
続
け
さ
せ
ら
れ
、
精
神
的
苦
痛
を
被
っ
た
。

そ
の
慰
謝
料
と
し
て
は
一
〇
〇
万
円
を
下
ら
な
い
。

(被
告
)

否
認
す
る
。

二

争
点
に
対
す
る
判
断

1

当
裁
判
所
も
、
原
告
の
本
件
請
求
を
棄
却
す
べ
き
も
の
と
判
断
す
る
。

そ
の
理
由
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

2

争
点
1
に
つ
い
て

①
被
告
の
注
意
義
務
の
有
無

ア

こ
の
点
に
つ
い
て
、
原
告
は
、
前
提
と
し
て
、
本
件
都
市
計
画
事

業
が
認
可
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
業
主
体
で
あ
る
被
告
と
、
同

事
業
が
収
用
対
象
と
し
て
い
る
土
地
を
敷
地
と
す
る
建
物
の
賃
借
人

で
あ
る
原
告
と
は
、事
実
上
拘
束
さ
れ
た
関
係
に
あ
る
と
す
る
の
で
、

検
討
す
る
。

原
告
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
本
件
建
物
の
存
す
る
敷
地
の
一
部
は

本
件
都
市
計
画
事
業
の
事
業
対
象
地
と
な
っ
て
い
た
(
一ー
ー
ー
②
)

か
ら
、
同
敷
地
の
全
部
又
は
当
該

一
部
が
買
収
対
象
で
あ
っ
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、買
収
対
象
の
土
地
上
に
あ
る
建
物
の
賃
借
人
に
お
い
て
、

補
償
契
約
が
成
立
す
る
ま
で

(本
件
都
市
計
画
事
業
の
場
合
、
土
地

収
用
法
に
よ
る
収
用
手
続
は
と
ら
れ
て
い
な
い
が
、
収
用
手
続
が
と

ら
れ
て
い
る
場
合
は
収
用
裁
決
の
あ
る
ま
で
)、
賃
貸
借
を
継
続
す

る
か
、
あ
る
い
は
退
去
す
る
か
は
賃
借
人
の
自
由
で
あ
り
、
賃
借
し

て
い
る
建
物
の
敷
地
が
買
収
の
対
象
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
将

来
、
敷
地
が
収
用
さ
れ
る
と
、
同
土
地
上
の
建
物
の
賃
借
人
が
賃
借

権
を
失
う
こ
と
に
な
る
も
の
の
、
そ
れ
ま
で
の
間
に
つ
い
て
、
賃
借

人
が
、
当
該
賃
借
権
の
処
分
等
に
関
し
て
、
本
件
都
市
計
画
事
業
に

よ
っ
て
何
も
拘
束
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
に
お
い

て
、
原
告
と
被
告
と
の
間
に
事
実
上
拘
束
さ
れ
た
関
係
が
生
じ
た
と

は
い
え
な
い
。

す
な
わ
ち
、
本
件
の
よ
う
な
都
市
計
画
事
業
が
行
わ
れ
る
場
合

(大
規
模
商
業
施
設
の
進
出
等
の
よ
う
な
民
間
事
業
者
に
よ
る
開
発

5〔X〕

事
業
が
行
わ
れ
る
場
合
で
も
同
様
で
あ
る
。)、
事
業
の
進
捗
に
伴
っ

の　　

て
、
同
事
業
の
対
象
地

一
帯
に
様
々
な
影
響
が
生
じ
て
、
商
業
的
環

-

境
が
変
化
し
始
め
、
商
店
等
の
営
業
成
績
が
悪
化
す
る
場
合
も
あ
り

ナ

得
る
こ
と

で
あ
る
o

こ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
･

補
償
金

(民
間
事

憾

業
者
に
よ
る
開
発
事
業
の
場
合
の
立
退
料
に
相
当
す
る
o)

を
得
る

禰

ま
で
賃
料
を
支
払
っ
て
も
賃
貸
借
を
継
続
し
た
方
が
有
利
で
あ
る

群

か
、
退
去
し
た
方
が
有
利
で
あ
る
か
は
、
買
収
対
象
地
上
の
建
物
を

賃
借
し
て
営
業
し
て
い
る
者
に
お
い
て
、
自
己
責
任
に
基
づ
き
、
経
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営
上
の
判
断
に
よ
っ
て
決
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
者
と
事
業
者

と
の
間
に
事
実
上
拘
束
さ
れ
た
関
係
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
原
告
と
被
告
と
の
間
に
事
実
上
拘
束
さ
れ
た
関
係

が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
原
告
の
主
張
は
失
当
で
あ
る
。

イ

し
か
し
、
本
件
に
お
い
て
は
、
被
告
の
担
当
者
又
は
被
告
か
ら
買

収
交
渉
、
補
償
交
渉
及
び
補
償
金
の
額
の
提
示
の
事
務
を
受
託
し
て

い
た
K
の
担
当
者

(以
下

｢
K
担
当
者
ら
｣
と
い
う
。)
は
、
平
成

三

一年
八
月
以
降
、
T
、
U
弁
護
士
と
の
間
で
、
原
告
に
対
す
る
補

償
金
の
額
が
い
っ
提
示
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
の
交
渉
を
行
っ
て
き
た

こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
原
告
と
被
告
は
、
こ
の
よ
う
な
交
渉
の
当
事
者
と

し
て
、
信
義
則
上
、
誠
実
に
交
渉
す
る
注
意
義
務

(以
下

｢本
件
注

意
義
務
｣
と
い
う
。)
は
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
K
担
当
者

ら
に
お
い
て
、
原
告
に
対
す
る
補
償
金
の
額
の
提
示
を
不
当
に
引
き

延
ば
す
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
原
告
の
地
位
を
不
安
定

に
し
、
不
測
の
損
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
、
本
件
注
意
義

務
に
違
反
す
る
と
い
え
る
。

②
被
告
の
本
件
注
意
義
務
違
反
の
有
無

ア

こ
の
点
に
つ
い
て
、
原
告
は
、
平
成

一
二
年
八
月
末
日
に
は
原
告

に
対
す
る
補
償
金
の
額
の
提
示
が
可
能
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

被
告
は
、
そ
の
提
示
の
日
を
引
き
延
ば
し
、
平
成

一
五
年
二
月
二
一

日
ま
で
提
示
し
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
の
で
、
検
討
す
る
。

イ

ーー
-
-
③
エ
、
書
証
、
及
び
T
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
平
成

一
二

年
八
月
こ
ろ
か
ら
、
T
、
U
弁
護
士
と
K
担
当
者
ら
と
の
間
で
、
補

償
金
の
額
の
提
示
の
時
期
に
つ
い
て
交
渉
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
て
お

り
、
そ
の
際
、
K
担
当
者
ら
か
ら
、
数
回
に
わ
た
っ
て
、
補
償
金
の

額
の
提
示
が
可
能
と
な
る
お
お
よ
そ
の
時
期
を
示
し
た
こ
と
、
し
か

し
、
そ
の
時
期
が
次
々
と
先
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
結

果
的
に
、
原
告
に
対
す
る
補
償
金
の
額
の
提
示
ま
で
に
は
相
当
の
長

期
間
を
要
し
た
と
は
い
え
る
。

ウ

し
か
し
、
K
担
当
者
ら
が
示
し
た
時
期
は
、
①
原
告
が
補
償
金
の

額
の
算
定
に
必
要
な
資
料
を
提
出
す
る
こ
と
及
び
②
本
件
建
物
の
敷

地
の
所
有
者
で
あ
る
M
1
及
び
本
件
建
物
の
所
有
者
で
あ
る
株
式
会

社
M

(双
方
の
交
渉
窓
口
は
M
3
)
と
の
交
渉
が
順
調
に
進
む
こ
と

を
前
提
と
し
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
上
記
①
、
②
と
の
関
係
で
、
原
告
に
対
す
る
補
償

金
の
額
の
提
示
が
平
成

三

一年
八
月
末
日
に
は
可
能
で
あ
り
、
そ
の

提
示
の
時
期
が
不
当
に
引
き
延
ば
さ
れ
た
と
い
え
る
か
ど
う
か
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
。

の
上
記
①
と
の
関
係

原
告
に
対
す
る
補
償
金
の
算
定
の
た
め
に
は
、確
定
申
告
書
写
、

貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
等
の
資
料
が
必
要
で
あ
る

(
一ー
ー

ー
④
ウ
、
書
証
)
が
、
平
成

一
二
年
三
月
二
一
日
に
行
わ
れ
た
K

担
当
者
ら
に
よ
る
原
告
へ
の
営
業
調
査
の
際
の
資
料
提
出
要
請
に

対
し
、
原
告
か
ら
は
同
年
八
月
末
日
ま
で
は
資
料
が
全
く
提
出
さ

れ
て
お
ら
ず
、
K
担
当
者
ら
の
再
三
の
提
出
依
頼
に
よ
り
、
平
成

一
三
年
六
月
二
五
日
、
同
年

一
〇
月
三
日
、
平
成

一
四
年
六
月
一

一
日
及
び
同
月
一
三
日
に
順
次
提
出
さ
れ
、
最
終
的
に
す
べ
て
の

資
料
が
提
出
さ
れ
た
の
は
平
成

一
四
年

一
〇
月

一
七
日
で
あ
る

(書
証
)。
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そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
も
と
に
K
が
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の

協
力
を
得
て
補
償
金
を
算
定
す
る

(
--
1
ー
①
オ
、
同
④
エ
、

証
人
)
の
で
あ
る
が
、
補
償
金
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
被
告
理

財
局
財
務
部
財
産
監
理
課
の
審
査
を
受
け
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

(
一ー
ー
ー
④
オ
)
か
ら
、
同
課
の
審
査
を
経
て
、
被
告
建
設
局

用
地
室
で
補
償
金
の
額
を
確
定
し

(
--
1
-
④
オ
)
、
こ
の
よ

う
に
確
定
さ
れ
た
補
償
金
の
額
を
K
が
提
示
し
、
補
償
交
渉
を
す

る
こ
と
に
な
る

(
一ー
1
ー
①
オ
、
同
④
力
)。

し
た
が
っ
て
、
以
上
の
補
償
金
の
額
の
確
定
に
要
す
る
手
続
か

ら
み
て
、
原
告
が
す
べ
て
の
資
料
を
提
出
し
て
か
ら
補
償
金
の
額

の
提
示
ま
で
に
は
相
当
の
期
間
を
要
す
る
こ
と
は
容
易
に
認
め
ら

れ
る
。

そ
し
て
、
上
記
の
諸
手
続
を
経
て
、
K
担
当
者
ら
が
原
告
に
対

し
て
補
償
金
の
額
を
提
示
し
た
の
は
、
平
成

一
五
年
二
月
二
一
日

(
--
1
-
①
ケ
)
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

の
上
記
②
と
の
関
係

次
に
、
被
告
に
お
い
て
は
、
買
収
す
る
用
地
に
借
地
人
、
借
家

人
等
の
関
係
権
利
者
が
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
買
収
す
る
用
地

の
更
地
の
状
態
で
の
引
渡
し
を
実
現
す
る
た
め
、
土
地
所
有
者
と

の
売
買
契
約
と
関
係
権
利
者
と
の
補
償
契
約
と
は
原
則
と
し
て
同

時
に
行
う
こ
と
と
し

(な
お
、
書
証
に
よ
れ
ば
、
公
共
用
地
買
収

に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
に
同
時
契
約
を
原
則
と
す
る
こ
と
は
、
被

告
独
自
の
や
り
方
で
は
な
く
、
広
く

一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。)、
関
係
権
利
者
と
の
交
渉
は
、
土

地
所
有
者
の
了
解
を
得
た
後
に
行
う
こ
と
と
し
て
い
る

(
--
1

-
④
キ
)
が
こ
の
よ
う
な
方
法
が
不
合
理
と
は
い
え
ず
、
ま
た
、

こ
の
よ
う
な
交
渉
手
順
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
、
K
担
当
者
ら
は
、

交
渉
の
当
初
か
ら
、
T
、
U
弁
護
士
に
説
明
し
て
い
た
こ
と
が
認

め
ら
れ
る

釜
曰証
)。

そ
し
て
、
本
件
の
場
合
、
土
地
所
有
者
及
び
建
物
所
有
者
の
交

渉
窓
口
で
あ
る
M
3
は
原
告
ら
本
件
建
物
の
賃
借
人
に
対
し
て
補

償
金
の
額
を
提
示
す
る
こ
と
を
な
か
な
か
了
解
せ
ず
、
平
成

一
四

年

一
二
月
一
六
日
に
了
解
が
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

(書
証
)。

⑨
以
上
に
よ
れ
ば
、
平
成
三
一年
八
月
末
日
に
は
K
担
当
者
ら
が

原
告
に
対
す
る
補
償
金
の
額
を
提
示
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た

と
は
い
え
な
い
･?
え
、
K
担
当
者
ら
が
T
、
U
弁
護
士
に
示
し
た

補
償
金
の
額
を
提
示
で
き
る
時
期
が
先
に
延
び
、
原
告
に
対
す
る

補
償
金
の
額
が
提
示
さ
れ
た
の
が
平
成

一
五
年
二
月
二
一
日
に
な

り
、
結
果
的
に
原
告
に
対
す
る
補
償
金
の
額
の
提
示
ま
で
に
相
当

の
長
期
間
を
要
し
た
の
は
、
上
記
の
、
の
の
事
情
に
よ
る
も
の
と

認
め
ら
れ
、
K
担
当
者
ら
が
原
告
に
対
す
る
補
償
金
の
額
の
提
示

を
不
当
に
引
き
延
ば
し
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い

(な
お
、
書
証
に

よ
れ
ば
、
K
担
当
者
ら
は
、
T
、
U
弁
護
士
に
対
し
、
M
3
と
の

交
渉
経
過
に
つ
い
て
は
説
明
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
二
。

ま
た
、
原
告
の
資
料
提
出
が
完
了
し
た
の
が
平
成

一
四
年

一
〇

月

一
七
日
で
あ
り
、
M
3
が
原
告
に
対
す
る
補
償
金
の
額
の
提
示

を
了
解
し
た
の
が
同
年

一
二
月
一
六
日
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ

ば
、
平
成

一
五
年
二
月
二
一
日
の
提
示
が
不
当
に
遅
れ
た
も
の
と

は
い
え
な
い

(な
お
、
提
示
は
平
成

一
五
年
二
月
二
一
日
に
な
っ

た
が
、
平
成
一
六
年
三

月
一
日
付
原
告
準
備
書
面
及
び
書
証
に
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よ
れ
ば
、
平
成

一
五
年

一
月

一
七
日
に
K
担
当
者
ら
が
U
弁
護
士

に
原
告
に
対
す
る
補
償
金
の
額
の
提
示
を
し
よ
う
と
し
た
が
、
当

日
は
T
が
同
席
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
同
弁
護
士
の
要
請
で
同

年
二
月
二

一
日
に
な

っ
た
も
の
で
あ
る
。
)
。

エ

以
上
に
よ
れ
ば
、
平
成

三
一年
八
月
末
日
に
は
K
担
当
者
ら
が
原

告
に
対
す
る
補
償
金
の
額
を
提
示
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
は

い
え
な
い
う
え
、
K
担
当
者
ら
が
原
告
に
対
す
る
補
償
金
の
額
の
提

示
を
不
当
に
引
き
延
ば
し
た
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
被
告
に
本
件
注
意

義
務
違
反
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
他
に
、
被
告
の
本
件
注
意
義
務

違
反
を
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
。

3

以
上
論
じ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
原
告
の
請
求
は
、
そ
の
余
の
点
に
つ

い
て
判
断
す
る
ま
で
も
な
く
、
理
由
が
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
以

下
に
お
い
て
｢赤
字
店
舗
の
賃
料
支
払
及
び
賃
借
権
補
償
金
の
喪
失
に
関

す
る
原
告
の
主
張
に
つ
い
て
｣
な
お
補
足
し
て
説
明
す
る
。

商
人
が
、
そ
の
営
業
の
た
め
に
使
用
す
る
店
舗
を
賃
借
し
た
場
合
、
そ

の
賃
料
は
同
店
舗
の
営
業
利
益
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
る
べ
き
経
費
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
同
店
舗
の
営
業
が
赤
字
状
態
と
な
っ
た
場
合
で
も
、

当
該
商
人
が
店
舗
の
賃
料
を
負
担
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
他
人
に
、
賃
料
の

負
担
を
要
求
で
き
な
い
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
件
に
お
い
て
、
原
告
は
、
月
額

一
人
万
円
の
賃
料
で
前
記
店
舗
を
賃

借
し
て
衣
料
品
販
売
店
の
営
業
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
本
件
都
市
計
画
事

業
の
進
捗
に
伴
っ
て
、
原
告
の
店
舗
周
辺
の
商
業
的
環
境
に
影
響
が
生
じ

て
、
そ
の
営
業
成
績
が
悪
化
し
、
赤
字
状
態
と
な
っ
た
が

(こ
の
よ
う
な

事
態
を
生
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
被
告
に
責
任
が
あ
る
こ
と
を
示
す
資
料

は
な
い
。
)
、
原
告
は
被
告
か
ら
補
償
金
の
支
払
を
受
け
る
意
図
で
、
同

店
舗
で
の
営
業
を
継
続
し
た
こ
と
は
、
前
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

原
告
が
、
上
記
意
図
で
質
料
を
支
払
っ
た
こ
と

(原
告
の
自
認
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。)
は
、
営
業
成
績
と
賃
料
と
の
上
下
関
係
と
は
別
の
事
情

で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
上
記
関
係
自
体
が
変
わ
る
こ
と
に
は
な
ら

な
い

(営
業
成
績
が
黒
字
の
場
合
を
み
れ
ば
、
既
払
賃
料
は
営
業
利
益
で

ま
か
な
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
被
告
に
転
嫁
で
き
る
は
ず
が
な
い

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
)
。

以
上
に
よ
る
と
、
原
告
が
主
張
す
る
賃
料
の
支
払
は
、
上
記
店
舗
の
営

業
上
生
じ
た
費
用
で
あ
っ
て
、
被
告
が
本
件
都
市
計
画
事
業
を
遂
行
し
た

こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
に
当
た
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
、
原
告
が
主
張
す
る
賃
借
権
補
償
金
の
喪
失
に
つ
い
て
も
、
原
告

が
同
補
償
金
の
支
払
を
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
は
、
原
告
が
提
示
額
に

不
満
を
持
ち
、
補
償
金
契
約
を
す
る
こ
と
な
く
上
記
賃
貸
借
契
約
を
解
除

し
た
た
め
で
あ
る
こ
と
は
前
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
記

喪
失
の
理
由
は
、
原
告
が
補
償
契
約
を
締
結
し
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
か

ら
、
被
告
の
行
為
に
よ
っ
て
、
原
告
が
賃
借
権
補
償
金
を
取
得
で
き
な
く

な

っ
た
と
は
い
え
な
い
。

な
お
、
原
告
は
、
被
告
が
原
告
の
財
産
権
を
侵
害
し
た
と
主
張
す
る
が
、

本
件
都
市
計
画
事
業
に
関
す
る
原
告
と
被
告
と
の
関
係
は
、
前
記
の
と
お

り
で
あ
る
か
ら
、
被
告
が
原
告
の
財
産
権
を
侵
害
し
た
と
は
い
え
ず
、
し

た
が
っ
て
、
原
告
の
上
記
主
張
は
理
由
が
な
い
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
原
判
決
は
相
当
で
あ
り
、
本
件
控
訴
は
理
由
が
な
く

棄
却
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
主
文
の
と
お
り
判
決
す
る
。
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